
東海公衆衛生雑誌 投稿規定 

 

1. 論文形式の投稿について、査読を行った上で有料にて、東海公衆衛生雑誌（東海公衆衛生学会抄
録集）に掲載します。 

2. 投稿の種類としては、研究報告、公衆衛生活動報告、総説、論壇等とします。分量は種類に関わ
らず、刷り上がりの状態で原則として2ページ以上、10ページ以内とします。１ページは概ね

2,000 文字弱に相当します。ある地域・集団における調査の記述的な報告や、公衆衛生活動の実

践的な報告を歓迎します。 

3. 投稿する言語は、日本語または英語とします。 

4. 第１著者は東海公衆衛生学会会員とします。また、別に連絡著者がいる場合には、そちらも東海
公衆衛生学会会員とします。 

5. 他誌に発表された原稿（印刷中、投稿中も含む）の投稿は認めません。同じ年度の東海公衆衛生
学会を含めて、学会発表との重複は差し支え有りません。 

6. 投稿は、原稿を編集委員会にメールで送付して下さい。休日を除いて３日以内に原稿受領の返事
が無い場合には編集委員会にお問い合わせ下さい。２月末３月末までに投稿された原稿について、

その年の掲載についての査読等を行います。 

7. 投稿原稿の執筆要領は、引用文献の書き方なども含めて日本公衆衛生雑誌に準じます。なお、刷
り上がりの体裁での投稿も歓迎します。原稿は、原則としてWORD ファイルでお送り下さい。図

表については、EXCEL ファイルや JPEG ファイルでも結構です。 

8. 投稿された原稿は、査読者および編集委員会による査読を行います。投稿に当たって、査読候補
者１名を、所属、メールアドレスを付記して推薦して下さい。査読者による査読期間は２週間と

していますので、その旨の査読候補者の内諾を得ておいて下さい。 

9. 編集委員会は投稿原稿について修正を求めることがあります。修正を求められた原稿は指定され
た期限までに再投稿して下さい。その際には、指摘された事項に対応する回答を別に付記して下

さい。 

10. 投稿料は不要ですが、掲載料は刷り上がり１ページ当たり１万円とします。採択通知の後、指定
された期限までに払い込みをして下さい。 

11. 掲載用にレイアウトした原稿を、採択通知の後、指定された期限までに編集委員会に送付して下
さい。編集委員会ではページ数等のみを付加した上で、原則としてそのままの状態で印刷します。

なお、白黒印刷のみとし、カラー印刷はできません。 

12. 雑誌全体についてｐｄｆ形式で東海公衆衛生学会ホームページに掲載します。また、医学中央雑
誌、国立国会図書館に送付します。 

13. 論文の別刷りは編集委員会では作成しません。必要な場合は、ホームページ掲載のｐｄｆファイ
ルから著者が作成下さい。 

14. 掲載論文の著作権は東海公衆衛生学会に帰属します。著作権委譲承諾書を提出していただきます。 
 

＜東海公衆衛生雑誌編集委員会＞ 

  投稿・問い合わせ先：tokai-ph@med.nagoya-u.ac.jp 【東海公衆衛生学会事務局：浜島、渡邉】 

  電話（平成25年発行担当）：053-435-2333 【浜松医科大学健康社会医学講座： 

                          尾島(教授)、中村(准教授)、飛世(補佐員)】 


